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2
0
1
9
年
8
月
21
日
、
第
29
回
口
頭
弁
論
期
日
が

札
幌
地
裁
で
開
か
れ
ま
し
た
。

２
０
１
９
年
８
月
21
日
午
後
２

時
００
分
よ
り
札
幌
地
裁
で
、
第
２９

回
口
頭
弁
論
期
日
が
開
か
れ
ま
し

た
。
傍
聴
席
は
若
干
の
空
席
が
あ

り
ま
し
た
が
、
概
ね
埋
ま
り
ま
し

た
。今

回
の
期
日
で
は
、
弁
護
団
か

ら
、
原
発
敷
地
内
の
地
層
の
追
加

調
査
に
つ
い
て
、
結
論
を
左
右
す

る
も
の
で
は
な
く
、
結
果
を
待
つ

ま
で
も
な
く
廃
炉
の
判
断
を
す
べ

き
と
の
内
容
の
準
備
書
面（
38
）と
、

Ｆ
ı
４
断
層
の
活
動
性
に
関
し
、

こ
れ
を
否
定
す
る
被
告
の
主
張
の

誤
り
を
指
摘
し
つ
つ
、
約
１２
〜
１３

万
年
前
以
降
の
活
動
性
は
否
定
で

き
ず
、
泊
１
、
２
号
機
が
立
地
不

適
で
あ
る
旨
主
張
す
る
準
備
書
面

（
３９
）
を
提
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、

菅
澤
弁
護
士
に
お
い
て
、Ｆ
ı
４
断

層
の
上
載
地
層
の
年
代
特
定
に
か

か
る
地
学
的
な
見
地
に
つ
い
て
、

要
点
を
ま
と
め
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
用
い

て
裁
判
所
に
対
し
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
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2
0
1
9
年
12
月
3
日
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火
）
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雨
天
の
下
　
傍
聴
席
は
満
員

原
告
意
見
陳
述

弁
護
団
の
主
張
内
容

今
後
の
予
定
等

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

　

被
告
か
ら
は
、
耐
震
重
要
施
設

の
判
断
基
準
に
関
す
る
証
拠
が
提

出
さ
れ
た
ほ
か
、
敷
地
内
調
査
を

１０
月
中
に
終
え
る
予
定
で
あ
る
旨

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
被
告
か

ら
、
敷
地
内
断
層
と
耐
震
重
要
施

設
の
位
置
関
係
が
公
式
に
明
ら
か

　

準
備
書
面
（
３８
）
で
は
、
被

告
に
よ
る
敷
地
内
の
地
層
の
追

加
調
査
に
つ
い
て
、
い
た
ず
ら

に
結
論
を
先
延
ば
し
す
る
だ
け

で
、
結
論
を
左
右
す
る
可
能
性

が
低
い
こ
と
を
規
制
委
員
会
で

の
議
論
を
も
と
に
主
張
し
、
現

時
点
で
原
発
に
よ
る
具
体
的
な

危
険
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
る

以
上
、
追
加
調
査
の
結
果
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、
廃
炉
の
判
断

を
す
べ
き
と
主
張
し
ま
し
た
。

準
備
書
面
（
３９
）
で
は
、
被

告
が
Ｆ
ı
４
断
層
の
活
動
性
を

否
定
す
る
根
拠
と
し
て
い
た
変

位
・
変
形
の
な
い
地
層
は
、
被

告
が
従
来
主
張
し
て
き
た
Ｈｍ
２

段
丘
堆
積
物
で
は
な
く
、
少
な

く
と
も
４
・
２
万
年
前
以
降
に

堆
積
し
た
Ｄ
層
で
あ
り
、
か
つ

大
規
模
な
攪
乱
作
用
が
生
じ
て

い
る
の
で
、
当
該
地
層
に
変
位

が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
約

１２
〜
１３
万
年
前
以
降
の
断
層
変
位

を
否
定
で
き
ず
、
新
規
制
規
準

に
よ
る
活
断
層
に
あ
た
る
の
で
、

泊
１
、
２
号
機
は
立
地
不
適
で

あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

次
回
期
日
は
、
令
和
元
年
１２
月

３
日
（
火
）
午
後
２
時
００
分
か
ら

で
す
。（
な
お
，
次
々
回
は
令
和

２
年
２
月
１８
日
（
火
）
午
後
２
時

００
分
と
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。）

被
告
は
追
加
調
査
の
結
果
の
経
過

報
告
を
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
す
。
も

し
結
論
の
先
送
り
に
す
ぎ
な
け
れ

ば
、
結
審
を
強
く
求
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

次
回
も
た
く
さ
ん
の
方
に
傍
聴

に
お
い
で
い
た
だ
き
、
と
も
に
廃

炉
へ
の
意
志
を
表
明
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

原
告
の
意
見
陳
述
は
、
北
上
雅

能
さ
ん
が
行
い
ま
し
た
。
廃
炉
と

す
べ
き
５
つ
の
理
由
と
し
て
、①

安
全
性
が
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
、

②
原
発
の
不
経
済
性
、③
労
働
者

の
被
爆
、④
環
境
汚
染
、⑤
高
レ
ベ

ル
放
射
性
廃
棄
物
の
問
題
を
挙
げ

つ
つ
、
胆
振
東
部
地
震
に
よ
る
泊

原
発
の
外
部
電
源
喪
失
に
よ
っ
て

生
じ
得
た
危
険
性
や
原
発
依
存
の

構
造
の
問
題
点
を
主
張
し
、
廃
炉

を
訴
え
ま
し
た
。（
意
見
陳
述
の

内
容
は
２
ペ
ー
ジ
。）

に
さ
れ
た
の
は
初
め
て
で
、
こ
れ

は
大
き
な
成
果
で
し
た
。

（
文
責
）
佐
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木
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平




